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取引を停止している相手に対す6貸倒処理

Q:当社と従来から取引のあった得意先が、

業績不振となり支払能力等が悪化したことか

ら、その得意先との取引を1年前に停止しま

した。今期の決算において、この得意先への

売掛金について貸倒処理は認められますか。

J:相手方の支払能力が悪化したため等の

やむを得ない理由で継続的な取引先との取引

を停止した後1年以上経過した場合は、その

取引先に対する売掛金等につき担保物がある

場合を除いて、その売掛金等の金額から備忘

価額を差し引いた残額を貸倒損失とすること

が認められます。

【解説】

この処理は、継続的な取引先に対する売掛

債権を対象としていますので、貸付金その他

これに準ずる債権は対象になりません。

また、継続的取引とは、相手方が当社を常

時使用する材料の購入先として取引する場合

のように、取引が通常継続するようなケース

であり、取引が偶然2，3回続いたというこ

とではありません。

ですから、取引停止の理由は、相手方の支

払能力が悪化したため等のやむを得ない理由

でなければなりません。

なお、取引停止後1年以上経過の判定は、

原則として取引を停止したときから起算しま

すが、取引を停止した後でも弁済期の定めが

あるときはその弁済期日、実際に弁済を受け

た場合には、その実際に弁済を受けたときか

ら起算することとなっています。
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